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平成27年６月橋本市議会定例会会議録（第３号）その４ 

平成27年６月23日（火） 

                                           

                                           

○議長（中本正人君）順番10、11番 田中君。 

〔11番（田中博晃君）登壇〕 

○11番（田中博晃君）皆さん、こんにちは。

私も10番議員と同じく17回目の一般質問とな

ります。それでは、通告に従いまして一般質

問を行います。 

 今回は３項目挙げさせていただきました。 

 まず一つ目、福祉政策から見た水道料金で

す。水道料につきましては、過去、同僚議員、

先輩議員等たくさんされておられますが、私

も私なりの考えで、きょうはやりたいと思い

ます。 

 合併前の高野口町では、水道料金の減免措

置がありました。現在、本市では減免措置は

行っていないものの、市外では、独居老人世

帯やひとり親世帯に水道料金の減免を行って

いる自治体は少なくありません。本市の上水

道料金は、県内自治体よりも高いのは事実で

あります。各自治体にそれぞれ理由があり、

本市においても、取水率の問題から現在の水

道料金になっているのはいたしかたないと思

います。しかし、水利は本市の資産でありま

す。例えば、上水を工水に置きかえることで

資産を現金にかえ、市民に還元するシステム

をつくれないものか。その結果、全世帯の水

道料金の値下げは将来の課題としても、せめ

て福祉政策の一つとして、独居老人やひとり

親世帯、障がい者をお持ちの世帯などや集会

所等公共性の強い施設の水道料金の減免がで

きないものかと考えます。 

 よって、以下の質問を行います。 

 ①合併において減免措置がなくなった理由

は。 

 ②本市の取水率について。 

 ③水利は資産である。本市が持っている取

水権の利用率を少しでも上げるために、どの

ようなことを行っているのか。あるいは、ど

のような考えがあるのか。 

 ④将来の水道料金減免の可能性についてで

す。 

 続いて、２項目め、通学路安全点検につい

てです。 

 通学路安全点検は教育委員会や各学校、Ｐ

ＴＡや健全育成会などが中心となって行い、

危険箇所の改善が進んでいます。しかしなが

ら、本市の通学路危険箇所はまだまだ多く、

学校や保護者、地域から改善の要求が多数あ

るのも事実です。また、実際に改善しように

も優先順位や予算の問題があり、手つかずの

場所もあります。 

 毎年、痛ましい事故の話を聞く中で、本市

でも危険箇所は早急に改善するのはもちろん

のこと、改善手続き簡素化のためのシステム

をつくらなければならないと考えています。

よって、以下の質問を行います。 

 ①平成24年の安全点検以降、教育委員会が

危険箇所と確認した数と改善が完了した数に

ついて。 

 ②現在手つかずの数とその場所の対策・対

応について。 

 ③学校から危険箇所として報告があった場

合の改善手続きの簡素化についてです。 

 続いて、３項目め、小規模特認校制度につ

いてです。 

 小規模特認校というのは、山間部であった

り、生徒数が少ない学校の校区を廃止して、

どこからでも行けるようにするという制度な

んですけれども、2013年では、日本全国で413、
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2014年では、日本全国で410あります。まだ、

和歌山県ではないんですけれども、橋本市も

子どもの数が減っていく中で、将来の問題と

して今から考えておくべきかと思い、この質

問をさせていただきます。 

 少子高齢化が進む中、子どもたちの学ぶ環

境を考えなければならない時期に来ています。

市内の一部の小学校では、児童数の減少が続

き、将来、教諭の減少だけでなく養護教員す

ら置けない可能性があります。和歌山県内で

はまだ１校もありませんが、大阪府内では、

小規模特認校として、恵まれた環境の中で授

業を行い、その結果、児童数が増えている小

学校が幾つかあります。 

 大阪府内での結果がそのまま本市に置きか

えることはできませんが、将来、児童数が減

少し、学校そのものが成り立たなくなる可能

性がある中で、一つの方法として、小規模特

認校制度について調査・研究が必要だと考え

ますが、本市の見解はいかがでしょうか。 

 以上、壇上からの質問を終わります。明確

な答弁、よろしくお願いいたします。 

○議長（中本正人君）11番 田中君の質問項

目１、福祉政策から見た水道料金に関する質

問に対する答弁を求めます。 

 上下水道部帳。 

〔上下水道部長（大倉一郎君）登壇〕 

○上下水道部長（大倉一郎君）福祉政策から

見た水道料金についての１点目、合併におい

て減免措置がなくなった理由にお答えします。 

 旧高野口町時代の水道料金減免は、60歳以

上の独居老人または生活保護家庭を対象に、

基本水量までの利用の月は基本料金1,470円

のところ730円にするというものでした。 

 しかし、水道料金というものは、独立採算

制を基本とする企業会計であり、水の対価と

して料金をいただいている以上、受益者平等

負担が原則という理由から、当時の合併協議

会の中で廃止したものです。 

 ２点目の本市の取水率についてお答えしま

す。平成25年度の取水量実績は、862万1,067

ｔでした。大滝ダム使用権は毎秒１ｔ、年

3,153万6,000ｔですので、取水率は約27.3％

となります。 

 ３点目の取水権の利用率を少しでも上げる

ために、どのようなことを行っているのか、

あるいは、どのような考えがあるかとのご質

問ですが、本市では２点の取り組みをしてい

ます。１点目は広域連携です。昭和62年当時、

かつらぎ町及び高野口町から本市に対して、

水道水供給事業を計画するよう依頼があり、

九度山町も含め１市３町で検討・協議がなさ

れた経緯がありました。 

 また、本年、県においてかつらぎ町、九度

山町、高野町、本市を参加団体とする水道事

業懇談会が組織され、本年４月28日に第１回

の懇談会が開催されました。懇談会の大きな

目的として広域化があり、本市の水道を近隣

市町へ広げ広域化の実現につなげるべく、取

り組みを行っています。 

 ２点目は企業誘致を目的とした水道料金の

優遇制度の検討です。受益者平等負担の原則

から財源をどうするかが課題でありますが、

地方創生事業の上下水道部の取り組みとして

提案をしています。 

 ４点目の将来の水道料金減免の可能性につ

いてお答えします。第５次拡張計画の残事業

費が約80億円あり、今後見直しを進めていき

ますが、多額の更新費用が必要なことに変わ

りなく、また１点目のご質問にもお答えした

とおり、受益者平等負担が原則ですので、減

免の可能性は低いと考えます。 

○議長（中本正人君）11番 田中君、再質問

ありますか。 

 11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）ご答弁ありがとうござ
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います。 

 こういう答えが返ってくるかなというのは

予想しておったんですけれども、やっぱり、

水道というのは、どうしても資産である。何

とかお金にかえて、それを市民に還元してい

かなあかんやろうという考えなんです。これ

は私だけじゃなくて、議員も当局の方もみん

な一緒やと思うんですれども、そんな中で再

質問をさせていただきます。 

 まず、一つ目なんですけれども、今、給水

原価が供給単価を上回っているんですけれど

も、その主な理由についてお教えいただけま

すでしょうか。 

○議長（中本正人君）上下水道部長。 

○上下水道部長（大倉一郎君）主な理由とい

たしましては、原価償却費が非常に高くなっ

ているというのが一つあります。その原価償

却費の中には、大滝ダムの維持管理負担金等、

水利権の関係が一つの大きな原因ですけども、

今後の維持、更新時代を迎えていくという時

代を迎えまして、更新費用に原価償却費が非

常に多くかかっていくというような、先ほど

も壇上で答弁をさせていただきましたけども、

５次拡張事業の残事業費が約80億円ほど残っ

ているというようなことになりますし、40年

先の維持管理の金額を見ますと、10年ごとに

100億円以上の維持管理費用が必要になって

くるというようなことが原因の一つだと思い

ます。 

 以上です。 

○議長（中本正人君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）そのとおりとしてあれ

なんですけども、ほんまにそうなんです。で

も、今、取水率、先ほど27.3％ということで、

７割以上流してしもとる。これをどないどし

て、現金にかえれやんかなというのもやって

いかなならんところです。 

 そこで、先ほど、広域でも、この近隣市町

で話を進めているということなんですけれど

も、今年始まったばかりなので、まだ、具体

的には方向性、例えば何年度を目指すんやと

か、実際に橋本市が持っている水を近隣の町

に売っていくというんですか、金額の問題と

うもあるんですけれども、この水道事業懇談

会、これはどの程度先を見て、例えばもう近

い将来を見て、水道、上水を、例えば売って

いくのかとか、そういうゴールってあるんで

すか。それとも、とりあえず協議していった

中で、どこかで折り合いをつけ、折り合いと

いうのか、例えば、もし売るんやったら、金

額の部分であったりとかが折り合いつけば、

そこでゴーになるのか、そのあたりについて

お聞かせいただけますでしょうか。 

○議長（中本正人君）上下水道部長。 

○上下水道部長（大倉一郎君）今年の４月に

橋本保健所においてなんですけども、水道事

業の懇談会というのが県の主催で開催をされ

ました。そのときには、本庁のほうの県、食

品・生活衛生課、また、橋本の保健所の人、

九度山町、高野町、かつらぎ町、本市が出席

をしまして、懇談会を開催をしたわけでござ

いますけども、その中で本市が提案をさせて

いただいたのは、紀の川の流域、自然流下で、

できれば、紀の川市まで水道を送水できない

かということを、事業を行う提案を行ってお

ります。 

○議長（中本正人君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）１回しかやっていない

から答えどうこうはないと思うんですけれど

も、その提案に対して、近隣の市であり町で

ありとかからは、どのような反応があったの

か、まだ、今からなので、答えは出にくいと

思うんですけれども、ほかのところは表流水

であったりとかというのを使っておるんです

けれども、表流水にしても、将来、きっちり

流れてくるんかというのもわかりませんし、
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もしかしたら、もう近いうちに取れれへんな

る可能性もあるんですけれども、そういった

ところで、ほかの町、市の反応はいかがでし

たか。 

○議長（中本正人君）上下水道部長。 

○上下水道部長（大倉一郎君）現在、九度山

町のほうから、九度山町の水道施設について

も維持管理の更新時代を迎えているというよ

うなことで、学文路まで上水道が行っていま

すので、九度山町につきましてはもう非常に

近く、橋本市の水を送っていけるというよう

なことでもありますので、今現在でしたら、

九度山町のほうから、地形図なり、一度くれ

へんかなということで、お話をいただいてい

るところでございます。 

○議長（中本正人君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）あとは金額の折り合い

の部分かと思うんですけれども、これについ

ては、ここでどうこう言えるものでもありま

せんし、ぜひ前向いて進めばいいかなという

ふうには思っております。 

 続きまして、質問、再度させていただきま

すが、現在、公共性の高い施設、集会所であ

ったりとかいろいろあるんですけれども、す

ごい使用量って、やっぱり低いですよね。先

ほど答弁で、減免は今も将来も難しいんと違

うかという答えをいただいたんですけれども、

ある施設を見てみました。昨年度の水道代、

水道利用使用量、年間１㎥です。そういうと

ころって、公共性の高い施設、福祉関係でも、

よく使われる地元の方もよく行くということ

で、やはり、地域にとっても負担になってい

ます。 

 また、３月議会、阪本議員の一般質問の答

弁の中でもあったんですけれども、すごい経

営状態は難しい、厳しい状態なんやけれども、

例えば、節水の効果が表に見えてけえへんと

かというところで、厳しい経営状態を見なが

らでも、基本料見直しの作業を進めていかな

あかんという部長答弁あったんですけれども、

４月から６月なので、まだ、そんなそんな進

んでないかもしれないんですけれども、その

あたりについて、何か考えがある等はござい

ますでしょうか。 

○議長（中本正人君）上下水道部長。 

○上下水道部長（大倉一郎君）水道使用量の

基本料の見直しというようなおただしでござ

いますけども、現状に即した10ｔが今、基本

料金で1,780円というようなところでござい

ますけども、集会所では毎月１ｔぐらいしか

使えへんと、２ｔぐらいしか使えへんとかい

うような10ｔまで使わない公共的な建物が、

集会所等ございます。現状に即した適正な基

本水量について検討する時期に来ていると私

も考えております。 

 よって、現在、水道料金算定要領に基づき

ながら、料金の算定、その根拠に基づく基本

水量の検討に取り組んでいるところでござい

ます。しかしながら、先ほど議員のおただし

でありましたけども、水道経営も非常に厳し

い状況の中で、現在、水道は原価割れをして

いるというようなところがございます。現在

の料金体系で、基本水量を下げていくことに

ついては、収益の減少にも伴ってきますので、

今後引き続き、慎重な検討が必要であると考

えております。 

○議長（中本正人君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）ですねと言ったら怒ら

れるな。その辺もようわかっています。で、

売っていこうという今回のやつなんですけれ

ども、ちょっと目先かえて、過去、企業誘致

とかでも水道代が高い、橋本市の企業誘致と

いうのは豊富な水、インフラ、安い土地とい

うので企業誘致を進めています。 

 しかし、水道料金が一緒、1,780円なので、

それで逃げた、結局来ていただけなかった企
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業さんってあったんかなと。何社かあるとは

聞いておるんですけれども、実際、うまいこ

と話がまとまらんかったところというのはあ

りますでしょうか。 

○議長（中本正人君）企画部長。 

○企画部長（北山茂樹君）企業との誘致交渉

をする中で、水に関して課題となった企業が、

現在までに12社ございます。特に、水をよく

利用する食品製造、食品加工関連の企業がほ

とんどでございまして、やはり、現行の水道

料金の高さ、それから、工業用水の必要性、

それから、地下水を使用したいというような、

地下水を希望する企業で現在までに12社がご

ざいます。 

 この中でも、約半分の６社が地下水を希望

したいということでなっておるんですけども、

地下水ということになりますと、当然、企業

が自社で確保していただくということになり

ますので、それの投資が必要、特に、紀ノ光

台周辺の地下水といいますと、非常に塩分濃

度が高い、それから鉄分の濃度も高いという

結果が出ておりまして、それを、地下水とし

て利用していくには非常に企業側としても投

資が必要やということで敬遠されたというよ

うな結果が出ております。 

○議長（中本正人君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）ということは、残りの

６社はもし水道代が安かったら来れたかもし

れないということになりますわね。先ほど、

部長の答弁の中で、地方創生事業で提案とい

うのもあったんですけれども、これって、正

直はまるんかなというのもちょっとあったり

もするんですけれども、考えられているとい

うんですけれども、実際どうですかね。ちょ

っと私は厳しいんじゃないかなというふうに

考えるんですけれども、いかがですか。 

○議長（中本正人君）上下水道部長。 

○上下水道部長（大倉一郎君）上下水道部と

して地方創生に提案をさせていただいておる

わけなんですけども、橋本市に来ていただけ

る企業が非常に進出しやすいような形で給水

分担金を免除していくとかというのを、創生

事業で提案をさせていただく。もう一点が、

新規雇用の関係で、橋本市の人を雇用してい

ただけるというような人数の割合に応じて、

水道料金、下水道料金の減免をしていくとい

うような形で、地方創生事業の金額を当てて、

期間限定になりますけども、企業誘致のため

に地方創生事業に提案をさせていただいたと

いうことでございます。 

○議長（中本正人君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）んと思うんですけれど

も、例えば、来てもらって、水道代は下げら

れへんけれども違う部分で、もうちょっとの

っかるような方法がないかとか、そういう全

体を見てというんやったら、今の説明でわか

るんですけれども、多分、水道代って、今ま

での答弁を聞いておったら、絶対はまらない

と思うんですよね。再度、もう一回、そのあ

たりについて答弁いただけますでしょうか。 

○議長（中本正人君）上下水道部長。 

○上下水道部長（大倉一郎君）水道代につき

ましても、独立採算制の収益をもって経営し

ていく水道の事業でございますので、地方創

生で提案をさせていただいているというのは、

橋本市に企業が来ていただきやすいような形

の提案をさせていただいているということで

ございます。 

○議長（中本正人君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）わかったようなわから

んような、ちょっと違うような私は気がする

んですけれども。そないなったら、将来、例

えば、大口使用、先ほど企画部長の答弁でも、

水、12社あったよということで、それでいっ

たら、例えば、大口使用の企業が来たという

場合には、水道料金の優遇措置とかも、これ



 

－104－ 

は考えていけるということになるんですかね。

いかがですか。 

○議長（中本正人君）企画部長。 

○企画部長（北山茂樹君）直接水道料を下げ

る方策というのは、まずできないと思います。

今現在、企業に対して、来ていただきやすい

環境づくりということで、企業立地促進条例

を設けておりまして、その中で固定資産税を

一旦100％納めていただいて、翌年度でその６

割分相当額を奨励金として交付するという制

度を創設させていただいておりまして、現在

もその条例に基づいて施行しております、実

施しております。 

 市として考えられるのは、これと同じよう

なやり方で、一つは、固定資産税だけでなく

て、さらに上水道の使用料金もそのメニュー

に入れるということは可能かなとは思います。

それを、一旦、水道料金は水道料金で100％納

めていただいて、その翌年に、その水道料金

の何割かを奨励金としてお返しするというこ

とは可能かと思います。ただ、現在、既に紀

北エコヒルズでは、18社がもう操業を開始し

ておりますし、特に、紀ノ光台ではもう15社

が操業を開始している状況で、用地について

も残りわずかということになっておるんです

けど、今後、橋本市がこれからあやの台北部

を、さらに企業誘致用地として開発していく

中で、やっぱり企業をより多く橋本市に来て

いただくという施策の中では、企業立地促進

条例をやっぱり見直してもいいんではないか

と。 

 ただし、そのときの経済情勢というのが非

常に関係してくると思います。今、かなり経

済情勢がよくて、企業も橋本市に進出してい

ただいているという状況がありますので、こ

れがまだまだ経済情勢が上向きになってどん

どん橋本市に来ていただくということになれ

ば、わざわざその促進条例を見直す必要もな

いかと思うんですけど、今後、経済情勢が悪

くなりまして、企業も非常に橋本市に来てい

ただく環境が悪くなるというようなことにな

れば、そういうことも、水道料金も含めた条

例の見直しというんですか、そういうことも

やっぱり必要ではないかと、かように思って

おります。 

○議長（中本正人君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）もうそのとおりやと思

います、それについては。先ほど、また、工

水、工業用水の話もあったんですけれども、

近圏の工水を見たら大体50円内外で推移しと

るんかなと思います。現在、橋本市、先ほど

答弁いただきました約27％の取水率というこ

とで、今後、取水率を少しでも上げていくた

めに、企業誘致の工水で使えやんかという、

これは至極当然の考えやと思うんです。 

 使ってない分を現金にかえて、その現金を

市民に何らかの形で還元するというのが普通

の考えだと思うんですけれども、そこでちょ

っとお伺いしたいのが、これはもう夢の話か

もしれないんですけれども、いわゆる特区構

想、国、省庁がまたがっているので、すごい

難しいのはわかっておるんですけれども、上

水から工水へ同じ管を通してというのは、な

いですけどね、今は多分、日本国中ないと思

うんですけれども。そういう交渉なり調査と

いうのをしとるんかとか、今後していく予定

があるのか。聞くのはただって言葉悪いです

けれども、何らかの形で現金にかえたいとい

う思いがありますので、そのあたりについて

は何らかの調査はされておりますでしょうか。 

○議長（中本正人君）企画部長。 

○企画部長（北山茂樹君）特区と申し上げま

すのが、国の規制、これは実態に合わなくな

った規制を緩和していくというのが特区にな

ろうかと思います。現在、上水道を工業用水

として使用してはいけないというような規制
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はないと思いますので、直接、特区申請とい

うことには当てはまらないんではないかと思

います。逆に、工業用水を上水道に使用する

というようになれば、必ずその規制はかかっ

てくると思うんですけども、上水道を工業用

水に使用していくということに対して何ら規

制はないと思いますので、特区には当たらな

いとは思います。 

○議長（中本正人君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）ということは、現状で

ももしかしたら使えるかもしれない。同じ管

を通して切りかえだけで、それでええんかど

うかという問題は出てくるかもしれないんで

すけれども、可能性としては、できるかでけ

へんか別にして、可能性が残っているとまだ、

そのまま上水を工水に利用することも可能と

いう解釈でよろしいですか。 

○議長（中本正人君）上下水道部長。 

○上下水道部長（大倉一郎君）上水を工業用

水として利用するというのは可能でございま

すけども、料金の面が課題になってくると思

います。 

○議長（中本正人君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）でも、やっぱり何らか

形で使っていってほしいということで、先ほ

ど企画部長からも奨励金というのもあったん

ですけれども、何とか現金にかえて市民に還

元できやんかなというふうに考えております。

これについては、今ここでどうこう言っても

始まりませんので、私としては何らかの方法

で調査を進めていってほしい。うまいこと、

例えば、企業来てくれて、今の金額より少し、

仮に水道代を下げることによって使用料が上

がれば、今まで使ってない分が現金にかわる。

そこから市民に還元できないか、せめて市民

全体とはいかんでも、福祉的に還元できない

かと考えております。 

 それで、もう１個お伺いしたいんですけれ

ども、今度、民間委託についてです。いろん

な自治体でもうされています。水道事業その

ものじゃなくても、例えば、徴収業務だけで

あったりとかというのも、ほかの自治体ある

んですけれども、そのような調査は今現在、

やられておりますでしょうか。 

○議長（中本正人君）上下水道部長。 

○上下水道部長（大倉一郎君）議員おただし

の水道の料金の徴収業務等の民間委託でござ

いますけども、今現在、民間委託を進めてい

くというような形で、現在、進めているとこ

ろでございます。 

○議長（中本正人君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）ぜひともよろしくお願

いいたします。 

 さっきから何遍も言うとるんですけれども、

やっぱり、水は資産。せっかく資産を持っと

るから現金にかえたい。それを市民に還元す

るというのは、使ってないものなので、使っ

ていけば形になるんかなと思っています。予

算委員会の中でも、市長答弁の中で、「企業誘

致を進めたところについては、何らかの形を

考えて、そこで使ってもらった分を水道料金

を下げる原資にできないかということも考え

ています」これ、市長答弁でありました。そ

のあたりについて、市長の考えとして、確か

に今の現状では難しいのはわかっています。

けど、難しいからしないというんじゃなくて、

できたらラッキーやんというのも、言葉おか

しいかもしれないんですけれども、何とか現

金にかえる方策を探っていくという部分で、

今現在、市長の考えがあればお教えいただき

たいです。 

○議長（中本正人君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）田中議員の質問にお答

えをします。 

 確かに橋本市の水道料金が高いというのは
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わかっておりますし、無駄に水をほっている

というのも理解をしております。今現在、水

道の大きな課題というのは老朽化施設、細川

のポンプ場でも今度10億円をかけて改修せね

ばあかん、もうこれ以上引っ張るのは絶対無

理やというところまで来ておりますし、あと

一つは、高野口町に橋本市の水を送らなあか

んという、これは高野口町から大分反対も多

いんですけども、ただ、今後、進めていかざ

るを得んのかなというふうな問題もありまし

て、かなりの事業があるというのも事実であ

ります。 

 ただ、ほってる水をいかに活用していくか

というのは、やっぱり一番大きな課題ではな

いかというふうに考えておりまして、企業誘

致の中で、やはり、あまり使わないところを

減免するのはどうかなと思うんですけど、一

定量の水量をかなり使っていただけるのであ

れば、その分を減免して、そこに来てもらっ

て、その分を下げていくという方法を考えて

いくというふうなことは必要かなと思います

し、先ほど、広域の話も出てきておりました

が、広域化というのはどうかなとは思うんで

すけども、橋本市は水を売りますよという、

もう組合にしますと、またいろんな負担金が

結局、橋本市に重くのしかかってくるという

問題もありますので、水を欲しいというとこ

ろには売っていくことによって、その分、水

が有効活用できるという部分になっていくの

であれば、減免をするという方法もあるのか

なというふうに考えています。 

 ただ、これからの事業費があまりにも大き

過ぎて、非常に難しい問題です。その中で、

これは予算委員会でも、今年の27年度予算の

予算委員会のときにも、民間委託に関する調

査費を既につけて、２年間かけてどういうも

のが民間委託できるかというのを調査した中

で、３年目には民間委託を進めていって、や

はりコストを削減していくという方法をとっ

ていきたいと思っておりまして、その分で、

多少下げられるものであれば下げていきたい

なというふうに思います。 

 当然、職員も削減をするということになり

ますが、そういう全国的な流れで水道事業と

いうのは民間委託というのが今、進んできて

おりますので、当市としても積極的に取り組

んでいきたいと思います。今回５％から８％

になった消費税に関しては値上げをしており

ませんので、そのまま据え置きという形にな

っておりますが、少しでも安くできるような

努力はしていきたいというふうに考えており

ますので、よろしくお願いします。 

○議長（中本正人君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）ぜひよろしくお願いい

たします。やはり、現金にかえて何らかの形

でというのもあります。きのうの岡議員の質

問でも、下水の話で、将来上がるというのも

ありました。その辺を考えても、下げられる

とこはもし下げられるんであればというのも

ありますので、どうか一緒にというのは語弊

あるかもしれないんですけれども、やっぱり、

市と議会と一丸となって、何らかの方法を探

っていきたいと思いますので、水道について

はよろしくお願いいたします。 

 これで、１問目終わります。 

○議長（中本正人君）この際、11番 田中君

の質問項目２と３に対する答弁を保留して、

午後１時まで休憩いたします。 

（午前11時56分 休憩） 

                     

（午後１時00分 再開） 

○議長（中本正人君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 11番 田中君の質問項目２、通学路安全点

検に関する質問に対する答弁を求めます。 
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 教育次長。 

〔教育次長（坂本安弘君）登壇〕 

○教育次長（坂本安弘君）一点目の平成24年

の安全点検以降の危険箇所数と改善策につい

てですが、平成26年11月に通学路合同安全点

検を実施しており、各学校から報告された通

学路上における問題のある箇所の総箇所数

151箇所のうち、この点検で危険箇所と確認し

たのは49箇所、そのうちソフト対応も含めて

対策済みまたは現在対策中が32箇所、対策予

定箇所が11箇所ということになっています。 

 二点目の現在手つかずの箇所数とその対策

についてですが、先ほどからお答えした49箇

所のうち、対策済みまたは対策中、今後対策

予定箇所の合計が43箇所ということになりま

すので、これを除く６箇所については現在の

ところ未定となっています。 

 このうち、３箇所はあやの台小学校区、１

箇所が清水小学校区、もう２箇所が高野口小

学校区となっています。 

 あやの台小学校区の３箇所のうち２箇所は、

あやの台２丁目内の市道で真土跨道橋等から

の車の通行が多い箇所ですが、これについて

は、建設部で安全対策を講じる可能性につい

て現在検討しているところです。もう１箇所

は、これに隣接する住宅内市道エリア部分で

すが、通行車にスピード制限をかけた方がよ

いと思われる区域であり、これについては橋

本警察署での対応となるため、今後要望して

まいります。 

 また、清水小学校区については、向副の国

道370号と371号とが接する箇所における横断

歩道部分ですが、これについては橋本警察署

と調整済みであり、できるだけ早い時期に整

備していただくよう要望してまいります。 

 高野口小学校区については、小学校と西側

のホームセンターとの間の市道部分及び北側

の市道部分の２箇所ですが、西側については

小田井の上部を整備した市道であり、地元の

調整がまず必要ということで、対応に時間が

かかっている箇所です。ただし、今後はでき

るだけ早期に改善できるよう、整備方法も再

検討しながら、対応していきたいと考えてい

ます。また、北側の市道は、道幅が狭く側溝

に転落する危険がある箇所ですが、こちらも

地元と調整をとりながら進めていく必要があ

る箇所となっています。 

 三点目の改善手続きの簡素化についてです

が、本市においては、国・県からの指導に基

づき、通学路の安全確保を目的として、橋本

市通学路安全推進会議を組織し、この会議に

おいて、合同点検、危険箇所の特定、対策の

検討までの一連の作業を行います。 

 また、この会議には、各小・中学校の代表

者、教育委員会及び都市整備課、まちづくり

課等の市関係部局のほか、伊都振興局建設部

や国交省和歌山河川国道事務所、橋本警察署、

かつらぎ警察署なども参加していただき、こ

れらの関係機関が連携をとりながら対策の改

善・充実を進めるようにしています。 

 議員ご質問の改善手続きの簡素化という点

については、先の橋本市通学路安全推進会議

に基づく通学路交通安全プログラムの中で改

善を進めていく一方、個別案件として緊急対

応すべき箇所が生じてきた場合には、別途関

係部署や関係機関と対応の協議を進めるなど、

臨機応変な運用に努めていきたいと考えてい

ます。 

○議長（中本正人君）11番 田中君、再質問

ありますか。 

○11番（田中博晃君）答弁ありがとうござい

ます。 

 まず、お伺いしたいのが、過去の危険箇所

の追跡調査というんですか、例えば、民地、

山とかから木が垂れ下がっているとかで、そ

ういうのも何箇所かあったと思います。そこ
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の地主さん、なかなか行政でかわりにすると

いうのは難しいんですけれども、その地主さ

ん等に対して、どのような頻度で申し入れ、

「木、切ってくれよ」とか、「上から枯れ枝

落ちてきそうやで」とかという、そういう申

し入れってどのような頻度でされていますか。 

○議長（中本正人君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）お答えをいたしま

す。 

 いわゆる、関係権利者といいますか、例え

ば、木が垂れてくる、地主との協議等でござ

いますけれども、建設部とも協議しつつなん

でございますが、実際の通行が制限されるよ

うなことがございますと、直接的にその木等

を除去したりということは、建設部のほうで

実施をしていただいておるというふうに聞い

ております。また、必要に応じて、学校等、

また、地元等から連絡があれば、その都度対

応をさせていただいておるところです。 

○議長（中本正人君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）そのわりには、できて

いないところもまだ、いっぱいあるのと違う

んかなと思います。例えば、高野口中学校の

通学路なんかでも、いまだに木が覆いかぶさ

ったままですし、完全に歩道の上をふさいで

しまっているので、あのあたりについては地

主さんに要求して、できるだけ早い段階で切

ってもらえる、枯れ木もよく落ちてくるとこ

ろですので、よろしくお願いいたします。 

 続いて、交通安全プログラムの話、推進会

議の話が今あったんですけれども、それはど

のような頻度で開催されているんかな。とい

うのは、通学路というのは、やっぱりスピー

ドが大事なんです。いかに改善していくかと

いうのは、毎日、子どもらが通るわけですか

ら、そのスピードが大切なので、例えば、期

間とか関係なしに学校や地域から、ここが危

ないのと違うと言った段階で開催しておるの

か、それとも、ある一定の日程を決めてやっ

ているのか、そのあたりについてお伺いしま

す。 

○議長（中本正人君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）合同の通学路の危

険箇所等の確認なりにつきましては、２年に

１回ということになります。定期的に２年に

１回、今後実施していくということになりま

す。先ほど答弁でも申し上げましたように、

緊急的な事柄が生じました場合には、緊急的

に開催するということで、実施していく予定

でございます。 

○議長（中本正人君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）２年に１回が定期的、

定期的といえば定期的やけど、そんなんでえ

えんかな。はっきり言って、今から５年後ぐ

いまでは、その学校におそらくこの辺の子が

通うであろうという子どもの数も大体わかっ

ていますし、通学路ってその都度、どこが増

える、どこが減るというのがわかると思うん

ですよね。ですから、２年に１回、ええんか

なというのが正直なところです。 

 それと、先ほど推進会議設置してやってい

るということなんですけども、この推進会議

に出ている人たち見せていただきました。そ

の中で、同じ教育委員会に事務局を持つ市民

会議を通じて、各中学校区の健全育成会とい

うのは、毎年、通学路の安全点検をやってい

ます。そのあたりを、何でこの辺に含めてい

かないのかというのかな。健全育成会は、平

成24年の国・県からのときも一緒に地域を歩

いてやっていますし、その後も毎年やってい

るんですけれども、ひょっとしたら、一番情

報を持っていると思うんです。そこが入って

いない理由は何かあるんでしょうか。 

○議長（中本正人君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）特に理由があると

いうわけではございませんで、学校に上げて
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いただくについては当然、そこらの意見もい

ただきながらということになっておるんでは

ないかというふうには考えております。ただ、

今後、推進会議の中で、そういった必要性に

ついてといいますか、参加いただけるように

考えていきたいというふうには思っておりま

す。 

○議長（中本正人君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）次長、市民会議がやっ

ているというのはご存じでしたか、毎年やっ

ているというのは。そこ、ちょっとお願いし

ます。 

○議長（中本正人君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）あまり詳しくは存

じておりません。 

○議長（中本正人君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）健全育成会、各中学校

区で毎年やっています。そこが多分、地域の

方、中学校区なので、その地域に一番に精通

した方々が入っていただいておりますので、

これが一番、情報を持っているのと違うんか

なと。この間も会議のほう、教育長も出てく

ださっていましたけれども、今年もまた９月

に安全点検するんですけれども、やはりそう

いった団体が今ある。さらにそこは、教育委

員会が事務局、社会教育課が事務局になって

いると。ここはやっぱり横というか、横でも

ないか、もう直球やから。ここはつながりき

っちりしていただきたいなと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 それと、またスピード感というところなん

ですけど、たしかこれ平成24年の一般質問、

辻本議員の一般質問なんですけれども、当時、

京都とか千葉、愛知で立て続けに痛ましい事

故が発生して、文部科学大臣から緊急メッセ

ージ、文部科学省スポーツ・青少年局長から、

学校の通学路の安全確保についてという通達

を受けて調査を行いました。そのときも、当

時はそれを受けてなんですけれども、当時教

育長の答弁で、精査の段階で、優先順位をつ

けてせなあかんなというような答弁があった

かと思います。それは今でも、それがあるな

しにかかわらず、優先順位というのは、教育

委員会が主導を持って、多分、安全プログラ

ム、推進会議に、こんだけ学校からぽんと出

てきましたよと言ったところで、これをどこ、

一番にするよというのは難しいと思うんです。

やはり現場を見ていただいている教育委員会

が音頭をとっていくのがいいかと思うんです

けれども、これは予算の兼ね合いもあるので、

予算はこっちとかとなるので難しいかもしれ

へんのやけども、主導権といったら言葉が悪

いかもしれないんですけれども、優先順位、

スピードを、簡素化というのもあるんですけ

れども、スピード化するにあたって、今後、

安全プログラムの中で、優先順位は教育委員

会がある程度、何箇所かあると思うんですけ

れども、ある程度主導権を握っていくのかど

うか、お伺いします。 

○議長（中本正人君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）今まではこういっ

た推進会議というものが組織されておりませ

んでして、いろいろと学校なり、地域の方々

から通学路の安全対策について相談なりをい

ただいたときには、道路管理者と協議しなが

ら優先順位をつけさせていただいておりまし

た。今、こうして安全推進会議なるものが組

織されておりますので、教育委員会が主導す

るというところの部分ももちろんあろうかと

思いますけれども、通学路である以前に、い

わゆる、公の道として道路管理者等もおりま

すので、この安全推進会議を中心に優先づけ

を行っていけたらなというふうには思ってお

ります。 

○議長（中本正人君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）確かに、道路管理者あ
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るんですけれども、通学路って１日４時間使

うか使えへんか。特に帰る時間ってばらばら

なので、ほぼ朝の１時間に集中するんですよ

ね。そこを、道路管理者、７時半とかに現場

行ってきてよと言うよりも、やはり、教育委

員会、もちろん学校もありますから、がやっ

ぱり一番わかると思うんですよ。見に行った

時間には終わっているということもあるので、

ここは、ある程度主導権を握らんとあかんと

思うんですけども、いかがですか。これ、教

育長、もし答えられたらありがたいんですけ

れども。 

○議長（中本正人君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）ただ今のご質問にお

答えします。 

 確かにそのとおりで、生活道路であると同

時に通学路である。短時間に子どもたちが利

用する。そういう場合に、次長も答えさせて

いただきましたが、会議の中で、教育委員会

として主張していくところはしっかり主張し

ていく必要があると、そのように考えていま

す。 

○議長（中本正人君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）よろしくお願いいたし

ます。あと、それと、交通安全プログラム、

見せていただいておるんですけれども、例え

ば、先ほども次長の答弁にもあったんですけ

れども、地元と調整という、これは区との調

整というのがあるんですけれども、この調整

する場合に、学校が入るんか、教育委員会が

入るんかというとこなんです。確かに、地元

なので、学校のほうが近いかもしれないんで

すけれども、果たしてそこまで学校にまくっ

てしもていいんかなと。現場を見に行ってい

る、現場を把握している段階で、危険度の優

先順位というのは教育委員会も把握している

と思うんです。特に、スピード感が必要にな

る場合に、ここ、区との調整というのは、教

育委員会も入るべきではないかなと思うんで

すけれども、そのあたり、いかがですか。 

○議長（中本正人君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）確かに、学校にお

任せするというのはどうかというところもご

ざいます。ただ、教育委員会に対する通学路

等のいろんな問題について、１箇所や２箇所

ではございませんで、今現実として、どちら

がスピード感がということになりますと、学

校に一定のご協力をいただかなければ、実施

していけないという実情がございまして、学

校のほうにお願いをさせていただいておりま

す。 

○議長（中本正人君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）そこでやっていただき

たいのは、ある程度トップダウンも要るんか

なと。もうここは危険やでと明らかに判断で

きますと。以前、御幸辻どっか、歩道橋もあ

ったと思うんですけれども、今もここが危険

やでと言った場合に、区と調整も必要かもし

れませんが、危険なのでここはもう対策しま

すという形で、逆に区に持って行く。そうい

うときは、やっぱり教育委員会が主導的立場

になるんかと思いますが、そういうことも今

後考えてもらえるんかな。いかがですか。 

○議長（中本正人君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）教育委員会で、そ

ういう道路なり歩道橋も含めて、たとえ市道

といえ、対策を講じるような予算は持ち合わ

せておりませんので、こういう対策をすると

いうことを言っていくには当然、道路管理者

と協議を行った上ということにしかならざる

を得ないというふうに思っております。 

○議長（中本正人君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）それはわかるんですよ。

ただ、じゃ、ほっとくかというわけにいかな

いと思うんです。そやから、例えば、区との

調整であったりというのも、ここはもうあか
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んでというのわかると思うんですよ。はよせ

なあかん。そういうときこそ、中の協議は要

ると思うんですけれども、区との協議を、学

校にまくるんじゃなくて、危険なので、教育

委員会なり、推進会議、交通安全プログラム

かもしれないんですけれども、そこからやり

ますよというのも必要なんじゃないかなと思

うんです。そのあたり、再度いただけますか。 

○議長（中本正人君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）答弁がダブってし

まうかもわかりませんけども、この安全推進

会議で、優先順位はもちろんつけられますし、

危険なところの早期対応を、それぞれの道路

管理者にお願いをしていくというのはできる

というふうに思いますが、直接的に対策を講

じますというのはなかなか、警察もおります

し、道路管理者も入ってはいただいておるん

ですけれども、直接的にそういうことを決定

する機関ではないような気はいたします。 

○議長（中本正人君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）じゃ、どこが直接的に

決定するんやろというのが疑問なんです。危

ないとわかっとる。はよせんなん。もちろん、

内部の協議は要る。けども、結局、そこも学

校が区と協議、区長と協議。で、書類上げる、

中で考える、すごいタイムラグが発生するん

ですよ。ちょっと時間ないので、もうこの辺

でやめますけれども、ここはもう再度、やっ

ぱりきっちり内部で詰めていただきたい。と

にかく急いでいただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。すいません、こ

れで２番目終わります。 

○議長（中本正人君）次に、質問項目３、小

規模特認校制度に関する質問に対する答弁を

求めます。 

 教育長。 

〔教育長（小林俊治君）登壇〕 

○教育長（小林俊治君）小規模特認校制度は、

市内全域から児童生徒ができるようにする制

度です。 

 橋本市においては、現在、橋本市適正規模、

適正配置基本方針に基づき、児童数が減少す

る学校が多い中、基本的に小学校は存続の方

向で取り組みを進めています。 

 方針の中で、地域住民の交流・文化の拠点

としての役割を果たし、かつ極めて良好な教

育環境を有しながら、今後も児童数の減少が

続き、従来の通学設定のままでは教育活動が

困難な状態であると判断した場合に、小規模

特認校制度または統廃合を検討するとなって

います。小規模特認校制度を活用した成功例

として、大阪府河内長野市立天見小学校が挙

げられます。天見小学校では、小規模特認校

制度を活用し、市内全域からの通学ができる

ようにした結果、学校が南海高野線の天見駅

から近いこともあって、児童数の減少がとま

り、今年度の在籍児童数が64名で、そのうち

52名が、いわゆる特認制度を活用した児童で

あったということです。 

 橋本市内においても、小規模の小学校が数

校ある中、小規模学校における魅力ある学校

づくりについて考えるとともに、今後、児童

数の推移を見守りつつ、小規模特認校制度に

ついても、学校、地域の方々と慎重に協議を

続けながら、研究・検討を進めていきたいと

考えています。 

○議長（中本正人君）11番 田中君、再質問

ありますか。 

 11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）今、教育長がおっしゃ

られたとおり、これから、もう今から５年先

ぐらいまで、大体の想像つきますわね、各学

校で。小規模特認校制度も一つの考えなんで

すけれども、もう一つお伺いしたいのが、も

し仮に、特認校制度できなかった場合、学校

が校長先生と教諭、先生２人の３人体制にな
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るのも出てきます。養護教諭もおれへん、事

務員もおれへんという形ができるんですけれ

ども、ただ、子どもらにとったら、生徒数の

多い少ない関係なしに、やはり、学べる環境

というのをつくっていかなあかんというのは、

これはもう市全体として、橋本市の将来を担

う子どもたちのために必要だと思うんです。 

 そこで、特認校制度も一つなんですけれど

も、もし、うまく進まなかった場合には、例

えば、市単でもそういうところで、加配とい

うのか、つけていくことができるんかなと。

これはもう私は必要だと思っておるんですけ

れども、そのあたりいかがですか。 

○議長（中本正人君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）市の単独の非常勤講

師のお話です。４月現在、橋本市内の小・中

学校に25名の市の非常勤講師の先生を配置さ

せていただいています。今、おっしゃられた、

小規模校、特に学級数が２学級になりますと、

教頭、養護、事務が在籍しません。校長１名、

教諭２名、計３名の学校となります。そうい

う意味で、子どもたちの学習を保障するとい

う観点から、市の非常勤講師は必要と考えて

おります。ただ、その非常勤講師の活用につ

いては、例えば、どうするかというのは学校

と協議しながら進めていく必要があるんでは

ないかなと考えています。 

○議長（中本正人君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）おそらく、もう大体ど

この学校かは皆さんもわかると思うんですけ

れども、ただ、近い将来、幾つかの小学校が

もう出てくると思われます。さっきも言いま

した、５年先、今の子どもの人数はわかって

いますので想像がつくんですけれども、何と

か子どもたちの教育環境がよりよいものにな

るように、教育委員会のほうで、また、新教

育制度で、市長もいろいろ口を出せる立場に

ございますので、何とか子どもたちの教育の

環境を守っていただきたいと思います。 

 これで終わります。 

○議長（中本正人君）11番 田中君の一般質

問は終わりました。 

                                          

 


